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令和８年第１回和木町議会臨時会 

（令和８年１月２６日） 

 

 

○ 議事日程 

    別紙のとおり  

 

○ 会議に付した事件  

１．報告第１号 

令和７年度和木町一般会計補正予算（第６号）に関する専決

処分について 

２．報告第２号 

      令和７年度和木町一般会計補正予算（第７号）に関する専決

処分について 

３．議案第１号 

      令和７年度和木町一般会計補正予算（第８号） 
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開  会   ９時 ００分 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

携帯電話をお持ちの方は、電源をオフにされるようお願い 

します。 

 

おはようございます。 

ただいまから、令和８年第１回和木町議会臨時会を開会しま

す。 

これより本日の会議を開きます。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定に

より、７番議員 中村充子議員、８番議員 灰岡裕美議員を指名

いたします。 

 

 

日程第２ 諸般の報告を行います。 

昨年１２月２４日、閉会中に議会運営委員会を開催いたしま

した。 

その結果、三分一  淳委員長から、委員長及び委員の辞任の 

申し出があり。これを承認いたしました。 

また、津島 宏保委員を議会運営委員会委員に選任し、互選の

結果、同委員が委員長に選任されましたので、ご報告いたし  

ます。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

 

 

日程第３ 会期の決定を議題といたします。 

おはかりします。 

本臨時会の会期は、１月２６日、本日のみとしたいと思い  

ますが、ご異議ありませんか。 

 

  （「異議なし」の声） 
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議 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

松 井 企 画 

総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「異議なし」と認めます。 

 

したがって、本臨時会の会期は１月２６日、１日とすること

に決定いたしました。 

 

 

日程第４ 報告第１号 令和７年度和木町一般会計補正予算

（第６号）に関する専決処分について 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

松井企画総務課長。 

 

報告第１号 令和７年度和木町一般会計補正予算（第６号）

に関する専決処分についてご説明申し上げます。 

この報告は、高校生年代以下の子どもに一人当たり一律２万

円を支給する物価高対応子育て応援手当事業の実施にあたり、

必要な予算措置を行うため地方自治法第１７９条第１項の規定

により、専決処分書のとおり歳入歳出予算の補正をさせていた

だきましたので、同条第３項の規定により町議会に報告し、  

承認を求めるものでございます。 

２ページをお開きください。歳入歳出の、失礼しました。  

補正予算の概要といたしましては、既定の歳出歳入予算の総額

にそれぞれ２，２８０万円を追加し、予算総額を４９億７５２

６万７千円とするものでございます。 

４ページの歳出からご説明いたします。詳細は１１ページから

となります。款３ 民生費 児童福祉費において、職員の超過勤務

手当やコピー用紙、封筒代、郵送料といった事務費に加え、対象

者の抽出委託料５０万円および応援手当２２００万円など、合計

２２８０万円を増額するものでございます。 

続いて、３ページについてご説明をいたします。詳細は９ペー

ジからとなります。款１５ 国庫支出金では物価高対応子育て応

援手当事業に必要となる経費の財源といたしまして、２２８０万

円を増額するものでございます。 

以上で、報告第１号の説明を終わります。 
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議 長 

 

 

議     長 

 

嘉 屋 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

上 村 住 民 

サ ー ビ ス 

課 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

 

 

 

 

本案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

嘉屋富公議員 

 

この度の物価高ということで、１８歳未満の子どもに、皆さ

んに２万円ずつ支払う。これは分かるんですけど、これは政府

の施策だから答えが出ないかもしれませんけど、例えば物価 

高っていうのは今の年金暮らしの高齢者もそうなんですよね。 

国民全員がそうなんであって、なぜ今子育て世代だけにこれが

当てはまるのかな、という風なことを考えたんだけど、お答え

できますか。 

 

上村住民サービス課長。 

 

お答えいたします。今回の補正はですね、政府が昨年末に  

閣議決定いたしましてですね、国全体で実施するということで

決定された事業に基づくものでございます。町としては、この

事業の実施に必要とされている手続きや、予算措置を国の方針

に則り、速やかに進める責務がございます。そのため、この  

手当てが何らかの特定の対象に偏ることに関する是非について

は、町としては判断する立場にございませんので、ご理解願い

ます。 

 

上田丈二議員。 

 

はい、それでは。３款 民生費 ２項の児童福祉費の中の物価

高対応子育て応援手当事業  ２２８０万円に対してお聞きしま

すけれども、高校生以下一人２万円ということで対象人数が 

１４４０人になると思うんですけど、この対象人数の把握と 

それからこの一人２万円についての支給方法ですね、これを 

伺いたいと思います。 
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議 長 

 

上 村 住 民 

サ ー ビ ス 

課 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

上村課長 

 

はい、お答えいたします。 

まず対象者ですけど、児童手当、児童手当を受けておられる

方が対象になります。それで今見込んでおりますのは、１１０

０人を見込んでおります。で、支給方法ですけど、申請不要の

プッシュ方式という形で、児童手当の口座に２月下旬頃にです

ね、支給さしていただくという形になります。それから、公務

員の方だけはですね、申請していただいて支給するという形に

なります。以上でございます。 

 

よろしいですか。はい。 

他に質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結し討論に

入ります。 

討論はありませんか。 

 

 （「なし」の声あり。） 

 

討論がないようですので、討論を終結し採決に入ります。  

報告第１号 令和７年度和木町一般会計補正予算（第６号）に

関する専決処分について、承認することに賛成の方の挙手を 

求めます。 

 

全員挙手。 

 

したがって、報告第１号は原案のとおり承認されました。 
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議 長 

 

 

 

 

松 井 企 画 

総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

日程第５ 報告第２号 令和７年度和木町一般会計補正予算

（第７号）に関する専決処分について 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

松井企画総務課長。 

 

報告第２号 令和７年度和木町一般会計補正予算（第７号）

に関する専決処分について、ご説明申し上げます。 

この報告は、衆議院議員総選挙が２月８日に執行されること

に伴い、必要な予算措置を行うため地方自治法第１７９条第１

項の規定により、専決処分書のとおり歳入歳出予算の補正をさ

せていただきましたので、同条第３項の規定により町議会に報

告し、承認を求めるものでございます。 

２ページをお開きください。補正予算の概要といたしまして

は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ５７１万円を追加し、

総額を４９億８０９７万７千円とするものでございます。 

４ぺージの歳出からご説明いたします。詳細は１１ページか

らとなります。衆議院選挙の執行に伴う必要経費といたしまし

て、管理者・立会人報酬や職員手当など５７１万円を増額して

おります。 

３ページをお開きください。選挙に係る経費の財源といたし

まして、款１５ 衆議院議員選挙費委託金５４９万５千円、また

款１９ 繰入金では、歳入歳出調整のため財政調整基金の繰入

金、繰入額を２１万５千円を増額しております。 

なお、報告第２号時点での財政調整基金残高は、１２億４９

１４万２千円となる予定でございます。 

以上で、報告第２号の説明を終わります。 

 

本案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結し討論に
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

松 井 企 画 

総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入ります。 

討論はありませんか。 

 

 （「なし」の声あり。） 

 

討論がないようですので、討論を終結し採決に入ります。  

報告第２号 令和７年度和木町一般会計補正予算（第７号）に

関する専決処分について、承認することに賛成の方の挙手を 

求めます。 

 

全員挙手。 

 

したがって、報告第２号は原案のとおり承認されました。 

 

 

日程第６  議案第１号 令和７年度和木町一般会計補正予算 

（第８号）これを議題といたします。執行の説明を求めます。 

松井企画総務課長。 

 

議案第１号 令和７年度和木町一般会計補正予算（第８号）に

ついてご説明いたします。 

補正予算の概要といたしましては、既定の歳入歳出予算の 

総額にそれぞれ８１２９万円を追加し、予算総額を５０億  

６２２６万７千円とするものでございます。 

今回の補正予算でございますが、エネルギー・食料品価格の

物価高騰の影響を受けた町民皆さまの支援を目的といたしまし

て、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した

和木町暮らし応援商品券事業を実施することに伴い、必要とな

る経費の計上などを提案させていたくものでございます。 

それでは第１表 歳入歳出予算補正の２ページ歳出からご説

明申し上げます。 

費目ごとの詳細は１１ページからとなります。款２ 暮らし 

応援商品券の発送用の封筒印刷費５万円、郵送料として１３０
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議 長 

 

 

議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

万円、暮らし応援商品券のデザインや作成、商品券利用に係る

加盟店の募集、審査、調整などに係る委託料といたしまして  

７９９４万円を増額するものでございます。 

戻りまして、１ページ歳入についてでございます。詳細は、

９ページからになります。款１５ 国庫支出金 和木町暮らし  

応援商品券事業の財源といたしまして、物価高騰対応重点支援

地方創生臨時交付金６９６４万５千円、また、款１９ 繰入金で

は、歳入歳出調整のため財政調整基金の繰入額を１１６４万５

千円増額しております。 

続いて、３ページ第２表 繰越明許費でございます。先ほど 

第１表でご説明いたしました、和木町暮らし応援商品券事業に

ついて、８１２９万円、加えて総合福祉会館照明 LED 化事業に

つきまして、こちらでございますが蛍光灯の製造終了に伴い、

LED 器具の需要の高まり、そういったことから LED 器具の一部に

ついて納品遅延が生じているということで、年度内の事業完了

が困難であることから２００万円を繰り越すものでございま

す。 

次に、４ページ第３表 債務負担行為補正でございますが、 

役場及び文化会館などに設置している電話システムの更新に 

係る７年間のリース料７８５万４千円を限度として定めるもの

でございます。 

議案第１号時点での財政調整基金残高は、１２億３７４９万

７千円となる予定でございます。 

以上で議案第１号の説明を終わります。 

 

本案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

 上田丈二議員。 

 

 総務費の和木町暮らし応援商品券事業８１２９万円について

伺います。一人当たり１万３千円の商品券を配布するという 

ことなんですけれども、この配布方法を伺いたいんですけれど
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議 長 

 

松 井 企 画 

総 務 課 長 

 

議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

松 井 企 画 

総 務 課 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

嘉 屋 議 員 

 

 

 

 

 

 

も。どういった形で町民の方に配布されるか。 

 

 松井課長。 

 

 配布方法につきましては、郵便局のゆうパックを使いまして

各家庭に配りたいというふうに考えております。 

 

 上田議員。 

 

 あと、これに対しての費用なんですけれども、国からの補助

金と町からの財政調整基金の繰入れをされているんですけれど

も、１１６４万５千円、この繰入れについては、町独自の事業

でいくらかプラスしたのかどうかっていうのをちょっと伺いた

いんですけど。 

 

松井課長。 

 

 この１１６０数万円の財政調整基金からの繰入れでございま

すが、これは現時点予算上の数字でございまして、いくらかは

町の方からも持ち出しはございますが、また今後人数等把握し

ながら、町の持ち出しもなるべく少なくしていきたいという 

ふうに考えております。 

 

 よろしいですか。 

嘉屋富公議員。 

 

 はい、今回の商品券ですけど、今までもいろいろありました、

和木町だけしか使えないとか、色んなこだわりがありました、

ひも付きが。今回の商品券またこれ国からの交付金としてあり

ますけど、どのような内容になるんでしょうか。例えばですね、

会社、ENEOS さんがやっぱり和木町にはあります。あっこの

クオカードを買おうと思えば買えるとか、エネルギーに対する

ものについても使えるのかどうか。まぁちょっとその辺につい
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議 長 

 

松 井 企 画 

総 務 課 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

嘉 屋 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

松 井 企 画 

総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

ても説明ができればお願いします。 

 

 松井課長。 

 

 どのようなものが使えるか、今後実は商工会の方へ委託する

ことになっております。まだ現時点契約はしていないんですが、 

予定でお話をさせていただきたいと思いますが、商工会の方で

様々な色んな事業者さんに募集をかけて、審査をして、加盟店

を決めていきます。その上で、どこが使えるのかというところ

が決まってくる。こういうふうな流れになっております。 

 

 嘉屋議員。 

 

 はい、一応国からの交付金なんで、例えば全国共通商品券と

かですね、いろいろあると思うんです、VISA カード、VISA と

か。いろいろあると思うんじゃけど、こういったものに回せな

いのか、ただ和木町だけってなると、今のところ主に丸久さん

だけ。偏っちゃうわけですよね、どうしても。それじゃあ   

ちょっと面白くないんじゃないかなと思うんです。いかがで 

しょうか。 

 

松井課長 

 

 はい、まずこの商品券でございますが、一番の元はこの物価

高に対応して町民のみなさん全員にですね支援、一人ずつに少

しずつ支援が回るようにと、考えてます。それと、どこで使え

るか、どういった事業者で使えるか、こちらの方もですね、  

いつもの和木町商工会発行の和木町商品券とは若干ちょっと 

変わった仕組みにしておりまして、もっと事業者さんが手を 

挙げやすいものとなるよう工夫をしていくつもりでございま

す。 

 

 よろしいですか。 
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坂 本 町 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

灰 岡 議 員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

松 井 企 画 

坂本町長。 

 

 ただいま嘉屋議員さんより、全国共通の商品券等々という話

もされましたけど、和木町としてはですね、商工会の商品券、  

やはり和木町の経済を回したい、和木町地元企業、事業、いろ

いろお店を大事にしたいということでですね商工会の商品券。     

ほいで、先ほど総務課長が答弁しましたように、ちょっと  

利用しやすいようにちょっと工夫をしてやりますので、そこは

ご理解ください。以上です。 

 

 よろしいですか。 

 他に質疑はありませんか。 

 灰岡議員 

  

 実際に先ほどこれから商品券利用できるところを商工会が 

いろいろ審査して、決まっていくといいましたが、繰越明許に

もありましたが、大体支給時期はいつ頃になるのでしょうか。 

それと、先ほど同僚議員が１万３千円という発言がありまし

たが、実際に商品券のみの発行か、そして金額をもう一度正し

く教えてください。 

 

 松井課長。 

 

 まず支給時期なんですが、町といたしましてもなるべく早く

ですね、町民みなさまのお手元に届くように色んな調整をして

まいりました。その結果ですね、現時点の予定では５月１日に

配布開始をしたいと。で、半年間１０月末までの利用を見込ん

でおります。金額につきましては１万３千円の商品券という 

ことで間違いございません。 

 

 松井課長。 

 

 今のちょっと言い間違いがありましたので、訂正をさせて 
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総 務 課 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

津 島 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

松 井 企 画 

総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

いただきます。利用開始が５月１日からということで、失礼  

いたしました。配布の方はそれよりも前にですね、４月中には

郵便局からの配達により、お手元に届くようにしたいという 

ふうに考えております。 

 

 よろしいですか。 

他に質疑はありませんか。 

津島議員。 

 

 同じく関連で、和木町暮らし応援商品券事業についてお伺い

します。これはコロナ禍以降、物価対策高騰ということで、  

数年前にも似たような商品券を各町民に一人ずつ配布したり 

してございます。今回の暮らし応援商品券事業での利用率と 

いうのは執行の方は何パーセントくらい見ているんでしょう

か。おそらくその算出根拠としては、前回の似たような商品券

事業があると思います。その時の利用率も分かっていれば、  

併せて教えていただきたいと思います。 

 

松井課長 

 

 はい。前回ですね、昨年、令和７年度前半に商品券事業を  

実施いたしまして９５．６パーセントっていうのが、年末まで

に使われて、私どもが確認しておる利用率でございます。です

ので、大体この辺りかなというふうに、９５パーセント前後で

はないかと思っております。で、実はこの商品券でございます

が、辞退するという方も中にはいらっしゃてですね、そういう

方もいらっしゃるので、そのくらいになるのではないかと、  

考えております。 

  

 よろしいですか。 

 他に質疑はございませんか。 

 

 （「なし」の声あり。） 



令和８年第１回（１月）臨時会 

 - 15 - 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結し、討論

に入ります。 

討論はありませんか。 

 

 （「なし」の声あり。） 

 

討論がないようですので、討論を終結し採決に入ります。  

議案第１号 令和７年度和木町一般会計補正予算（第８号）

について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

 

  全員挙手。 

 

したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

 

以上で、本臨時会に付議された案件の審議はすべて終了いた

しました。 

おはかりします。 

これで、令和８年第１回和木町議会臨時会を閉会したいと 

思いますが、ご異議はありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

「異議なし」と認めます。 

 

これをもちまして、令和８年第１回和木町議会臨時会を閉会

いたします。お疲れさまでした。 

 

 

閉  会   ９時 ２８分 

 


